
狛江市章の使用に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，狛江市章（以下「市章」という。）の使用に関し，必要な

事項を定めることを目的とする。 

（市章） 

第２条 市章とは，狛江市章の制定について（昭和45年告示第35号）に定める市

章をいう。 

（使用の申請） 

第３条 市章を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は，あらかじめ，

狛江市章使用承認申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて市長に提出しな

ければならない。ただし，次に掲げるものは，この限りでない。 

(１) 市の主催又は共催で行う事業 

(２) 教育委員会の主催又は共催で行う事業 

(３) その他市長が必要と認めるもの 

（使用の承認） 

第４条 市長は，前条の規定による申請があったときは，次条に規定する使用条

件に照らして適否を審査し，狛江市章使用承認（不承認）通知書（第２号様

式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，必要があると認めるときは，前項の規定による承認に条件を付すこ

とができる。 

（使用条件） 

第５条 市章を使用することができる条件は，次に掲げるとおりとする。 

(１) 市のＰＲに寄与するものであること。 

(２) 市の品位を損なわないものであること。 

(３) 公益に反し，又は反するおそれがあるものではないこと。 

(４) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。 

(５) 自己の商標，自己の意匠とすること等，独占的に使用するものではない

こと。 

(６) 前各号に掲げる事項のほか，市長が必要と認めること。 

（承認事項の変更等） 

第６条 第４条第１項の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は，承認を受けた事項に変更があったときは，あらかじめ，狛江市章使

用内容変更承認申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があった場合は，その内容を審査し，変更が

適当であると認めるときは，狛江市章使用内容変更承認通知書（第４号様式）

により使用者に通知するものとする。 

（承認の取消し） 

第７条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは，

使用承認を取り消すことができる。 
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(１) 第５条及び第９条の規定に反し，又は反するおそれがあるとき。 

(２) 前条第２項の規定により審査し，変更が不適当と認めるとき。 

(３) 虚偽の申請その他不正の手段により承認を受けたとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか，市長が不適当と認めるとき。 

２ 市長は，前項の規定により使用の承認を取り消すときは，狛江市章使用承認

取消通知書（第５号様式）により使用者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により承認を取り消された者は，当該承認を受けて作成した物

品等をいかなる場合であっても使用してはならない。 

４ 市長は，前項の規定による措置により使用者に生じた損害について，一切そ

の責を負わない。 

（使用料） 

第８条 市章の使用料は，無料とする。 

（遵守事項） 

第９条 使用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 市長が別に定める運用マニュアルに適合すること。 

(２) 承認を受けた用途のみに使用すること。 

（事故，苦情等の処理） 

第10条 市章の使用に関し，事故，苦情等が生じたときは，使用者の責務におい

て必要な措置を講じるものとする。 

（作成物等の提出） 

第11条 使用者は，市長が作成物及び使用結果報告を求めた場合は，速やかに提

出しなければならない。 

（庶務） 

第12条 市章の使用に関する庶務は，企画財政部政策室において処理する。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 








































